
に
つ
い
て
話
し
合
う
場
で
す
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た

め
、
出
席
者
を
地
区
自
治
協
議
会
の
役

員
等
に
限
定
し
て
開
催
し
ま
す
。

８
月
20
日
㊎
宮
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

８
月
23
日
㊊
小
佐
々
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

※
い
ず
れ
も
14
時
〜
15
時
30
分
。

問
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
協
働
推
進
課

全
国
戦
没
者
追
悼
式
の
日
に
黙
と
う
を

戦
没
者
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
た

め
、
８
月
15
日
㊐
正
午
の
サ
イ
レ
ン
を

合
図
に
黙
と
う
を
捧
げ
ま
し
ょ
う
。

問
市
民
安
全
安
心
課

「
子
ど
も
の
人
権
・
女
性
の
悩
み
ご
と

相
談
」県
下
一
斉
特
設
相
談
所

人
権
擁
護
委
員
が
ス
ト
ー
カ
ー
や
子
ど

も
の
い
じ
め
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す

（
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
）。

日
程
　
８
月
22
日
㊐
10
〜
15
時

場
所
　
三
川
内
・
崎
辺
・
相
浦
・
世
知

原
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

問
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局

　
☎
24
・
４
８
５
０
　

８
月
27
日
〜
９
月
２
日
は
子
ど
も
の
人

権
１
１
０
番「
強
化
週
間
」

い
じ
め
や
体
罰
、
児
童
虐
待
な
ど
子
ど

も
を
巡
る
人
権
問
題
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
大
人
の
相
談
も
で
き
ま
す
。

【
電
話
番
号（
相
談
無
料
、
全
国
共
通
）】

　
☎
０
１
２
０・
０
０
７・
１
１
０

※
期
間
中
、平
日
は
８
時
30
分
〜
19
時
。

土
・
日
曜
は
10
〜
17
時
。

問
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局

　
☎
24
・
４
８
５
０

出
張
女
性
相
談
室（
無
料
）

Ｄ
Ｖ
や
家
庭
問
題
な
ど
の
悩
み
に
女
性

相
談
員
が
応
じ
ま
す（
秘
密
厳
守
）。

日
程
　
８
月
28
日
㊏
９
〜
16
時

場
所
　
ス
ピ
カ

※
市
役
所
で
も
随
時
相
談
に
応
じ
ま
す
。

問
人
権
男
女
共
同
参
画
課

　
☎
24
・
6
1
8
0（
予
約
・
相
談
専

用
）

　
☎
23
・
3
8
2
8（
当
日
連
絡
用
）

９
月
１
日
〜
10
日
は
屋
外
広
告
物
の
適

正
化
旬
間

屋
外
広
告
物
が
適
正
に
設
置
さ
れ
て
い

る
か
を
確
認
す
る
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

し
ま
す
。
詳
し
く
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
に

な
る
か
、
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
ま
ち
整
備
課

市
道
街
路
樹
の
異
変
に
関
す
る
お
願
い

市
が
管
理
し
て
い
る
市
道
の
街
路
樹
に

異
変
や
気
付
い
た
点
が
あ
る
場
合
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問
道
路
維
持
課

開
発
・
工
事
前
に
遺
跡
該
当
地
の
確
認
を

本
市
に
は
分
か
っ
て
い
る
だ
け
で
約

５
０
０
件
の
遺
跡
が
あ
り
、
今
後
も
未

発
見
の
遺
跡
が
新
た
に
見
つ
か
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
市
内
で
宅
地
開
発
や

住
宅
建
設
、
道
路
、
水
道
整
備
等
の
開

発
・
工
事
な
ど
を
行
う
際
は
、
事
前
に

遺
跡
地
に
該
当
す
る
か
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
遺
跡
内
で
開
発
・
工

事
を
行
う
際
は
、
工
事
着
手
の
60
日
前

ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
文
化
財
課

ミ
ツ
バ
チ
の
飼
育
に
は
届
け
出
が
必
要

ミ
ツ
バ
チ
を
飼
育
し
て
い
る
人
は
趣
味

の
範
囲
で
あ
っ
て
も
毎
年
10
月
末
ま
で

に
県
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
農
業
畜
産
課

　身体に障がいなどがある場合、郵便等を
利用して自宅などで投票ができます。事前
の手続きが必要ですので、要件など詳しく
は選挙管理委員会事務局にお尋ねください。
対象　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介

護保険被保険者証を交付され、障が
いの程度や要介護状態の区分が同制
度の該当区分に当たる人

※代理記載ができる場合もあります。
※新型コロナウイルスに感染し、投票に行
けない人も郵便等で投票ができるように
なりました。

選挙クイズ
正解者の中から抽選で 5人にQUOカー
ド（2,000 円分）をプレゼントします（発送
をもって発表します）。
問題　政治家の寄付で、禁止されていない

行為は次のうちどれでしょうか。
　　　①政治家が病気で入院した選挙区内

の友人にお見舞いを持っていく
　　　②政治家が選挙区内に住む自身の

18歳の孫にお年玉を渡す
　　　③政治家が選挙区内で開催される祭

りに参加しお酒を差し入れる
応募　クイズの答え、住所、氏名、年齢、電

話番号、シリーズ選挙に関するご意見・
感想を明記し、はがき（〒857-8585、
住所不要）か Eメール（senkyo@city.
sasebo.lg.jp）、応募フォームから選
挙管理委員会事務局へ

〆切　8月 19日㊍　※当日消印有効。
問選挙管理委員会事務局
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対象者の詳細は右の画
像からご覧ください

シリーズ選挙❹
郵便等投票の手続き

応募フォームは右の
画像からどうぞ

遺
跡
該
当
地
の
確
認
は

こ
ち
ら

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
・

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間

が
あ
る
と
、
全
額
納
め
た
場
合
よ
り
受

け
取
る
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
追
納
が
で
き
ま
す
。

問
佐
世
保
年
金
事
務
所
☎
34
・
１
１
８
９

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
保
険

料
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
保
険

料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
将
来

「
基
礎
年
金
」「
障
害
年
金
」「
遺
族
年

金
」な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
佐
世
保
年
金
事
務
所
☎
34
・
１
１
８
９

国
保
の
変
更
届
は
14
日
以
内
に

国
保
へ
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
国
保
税
を
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
他
の
健
康
保
険

に
加
入
し
て
も
、
国
保
を
や
め
る
手
続

き
を
し
て
い
な
い
と
国
保
税
が
引
き
続

き
課
税
さ
れ
ま
す
。
世
帯
主（
員
）が

医
療
保
険
課
、
各
支
所
、
宇
久
行
政
セ

ン
タ
ー
の
い
ず
れ
か
で
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。
国
保
を
や
め
る
と
き
は
必
ず

保
険
証
を
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

問
医
療
保
険
課

国
保
ラ
ッ
ピ
ン
グ
バ
ス
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

国
民
健
康
保
険
事
業
の
啓
発
の
た
め
、

市
内
を
走
る
国
保
ラ
ッ
ピ
ン
グ
バ
ス
の

デ
ザ
イ
ン
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。

国
保
の
加
入
・
脱
退
は
お
早
め
に
。
国

保
税
の
納
付
に
便
利
な「
口
座
振
替
」や

「
ス
マ
ホ
決
済
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
保
険
料
課

８
月
は
市
県
民
税
第
２
期
分
、
国
民
健

康
保
険
税
第
３
期
分
の
納
付
月

忘
れ
ず
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。
納

め
忘
れ
が
な
く
便
利
な
口
座
振
替
の
申

し
込
み
は
各
金
融
機
関
、
各
支
所
、
宇

久
行
政
セ
ン
タ
ー
、
納
税
課
、
保
険
料

課
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
納
税
課（
市
県
民
税
）

問
保
険
料
課（
国
民
健
康
保
険
税
）

市
税
の
証
明
発
行

代
理
人
が
市
税
の
証
明
・
閲
覧
な
ど
を

請
求
す
る
場
合
は
、
委
任
状
と
来
庁
す

る
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

委
任
状
の
様
式
は
市
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利

用
で
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
も
所
得
課
税

証
明
書
を
取
得
で
き
ま
す（
６
時
30
分

〜
23
時
）。

問
市
民
税
課

土
地
・
家
屋
に
つ
い
て
の
申
告

【
家
屋
滅
失
申
告
】家
屋
の
一
部
ま
た

は
全
部
を
取
り
壊
し
た
場
合
は「
家

屋
滅
失
申
告
書
」の
提
出
を（
災
害

時
を
含
む
）

【
住
宅
用
地
の
申
告
】居
住
用
家
屋
の

新
築
、
家
屋
の
用
途
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は「
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
住
宅
用
地
申
告
書
」の
提
出
を

【
現
有
申
告
】土
地
・
家
屋
の
所
有
者

が
死
亡
し
、
そ
れ
ら
を
現
に
所
有
す

る
こ
と
に
な
っ
た
人
は「
固
定
資
産

（
土
地
・
家
屋
）現
所
有
者
申
告
書
」

の
提
出
を（
法
務
局
で
相
続
登
記
を

し
た
人
は
除
く
）

問
資
産
税
課

業
務
委
託

【
市
・
県
民
税（
普
通
徴
収
）、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税（
種

別
割
）、
国
民
健
康
保
険
税
、
保
育
料

の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
指
定
代
理
納

付
者
】三
井
住
友
カ
ー
ド
㈱
、
㈱
十
八

カ
ー
ド【
市
・
県
民
税（
普
通
徴
収
）、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動

車
税（
種
別
割
）、
国
民
健
康
保
険
税
、

保
育
料
の
ペ
イ
ジ
ー（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
バ
ン
キ
ン
グ
）の
収
納
業
務
】㈱
エ

フ
レ
ジ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
け
取
り
な
ど

の
た
め
の
休
日
開
庁
と
平
日
時
間
外
の

受
け
付
け

日
程
　
①
８
月
29
日
㊐
9
〜
13
時
②
８

月
19
日
㊍
19
時
ま
で

場
所
　
戸
籍
住
民
窓
口
課

※
①
で
は
事
前
の
写
真
準
備
が
不
要
の

W
e
b
申
請
サ
ポ
ー
ト
や
電
子
証

明
書
の
更
新
手
続
き
も
行
い
ま
す
。

対
象
　
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
交

付
場
所
が「
戸
籍
住
民
窓
口
課
」と

な
っ
て
い
る
人

※
電
子
証
明
書
の
更
新
手
続
き
は
地
方

公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら

通
知
が
届
い
て
い
る
人
。

※
交
付
場
所
が「
戸
籍
住
民
窓
口
課
」

以
外
の
人
は
交
付
手
続
き
だ
け
を
行

い
、
カ
ー
ド
は
後
日
送
付
し
ま
す
。

問
戸
籍
住
民
窓
口
課

市
政
懇
談
会「
お
じ
ゃ
ま
し
ま
〜
す
！

市
長
で
す
」

住
民
の
皆
さ
ん
と
市
長
が
地
域
の
課
題

22

市
役
所
・
中
央
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
各
課
へ
は

☎
24
・
1
1
1
1（
代
表
）か
ら
お
つ
な
ぎ
し
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
は
こ
ち
ら
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対
象
　
18
〜
33
歳
未
満
の
人

※
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
自
衛
隊
長
崎
地
方
協
力
本
部
佐
世
保

出
張
所
☎
23
・
１
２
３
１

公
共
職
業
訓
練
施
設
見
学
・
訓
練
体
験

日
程
　
８
月
18
日
㊌
13
〜
15
時
、
25
日

㊌
14
時
〜
16
時
30
分

場
所
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
佐
世
保

申
込
　
電
話
で
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
佐

世
保
へ

問
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
佐
世
保

　
☎
58
・
３
１
１
８

佐
々
川
イ
ラ
ス
ト
・
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

佐
々
川
の
き
れ
い
な
水
・
美
し
い
自
然

を
守
り
残
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
イ

ラ
ス
ト
・
写
真
を
募
集
し
ま
す
。

【
イ
ラ
ス
ト
】１
人
１
点
ま
で
。
四
つ

切
サ
イ
ズ（
横
長
）。
絵
と
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
入
れ
、写
真
や
貼
り
絵
は
不
可
。

対
象
　
市
内
ま
た
は
佐
々
町
内
在
住
の

小
学
生

【
写
真
】１
人
２
点
ま
で
。
過
去
１
年

以
内
に
撮
影
し
た
未
発
表
の
も
の
。

カ
ラ
ー
四
つ
切
〜
Ｂ
４
サ
イ
ズ

〆
切
　
９
月
17
日
㊎

問
佐
々
川
を
き
れ
い
に
す
る
会
事
務
局

　
☎
26
・
１
７
８
７

市
民
大
学
講
座

歴
史
や
文
化
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の

講
義
を
無
料
で
聴
講
で
き
ま
す
。

日
程
　
９
月
６
日
㊊
、
27
日
㊊
、
10
月

４
日
㊊
、
25
日
㊊
、
11
月
８
日
㊊
、

22
日
㊊
、
12
月
６
日
㊊
、
13
日
㊊
、

１
月
17
日
㊊
、
31
日
㊊

　
※
全
て
13
時
30
分
〜
15
時
。

場
所
　
ま
ち
な
か
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

定
員
　
先
着
40
人

申
込
　
８
月
10
日
㊋
以
降
に
電
話
か
直

接
同
セ
ン
タ
ー
へ

問
同
セ
ン
タ
ー
☎
24
・
５
５
７
１

危
険
物
取
扱
者
試
験（
甲
種
、
乙
種（
全

類
）、
丙
種
）

日
程
　
11
月
20
日
㊏
10
時

場
所
　
長
崎
県
立
大
学
、
佐
世
保
工
業

高
校

申
込
　【
書
面
申
請
】９
月
３
日
㊎
〜

14
日
㊋【
電
子
申
請
】９
月
６
日
㊊

〜
17
日
㊎
に
消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
へ

問
消
防
局
予
防
課
☎
23
・
２
５
３
９

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習

日
程
　
10
月
14
日
㊍
、
15
日
㊎
9
時
〜

16
時
50
分

場
所
　
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員
　
先
着
１
１
０
人

申
込
　
８
月
30
日
㊊
〜
９
月
６
日
㊊
に

日
本
防
火
・
防
災
協
会
へ

問
消
防
局
予
防
課
☎
23
・
２
５
３
９

海
洋
ス
ポ
ー
ツ
体
験
会

日
程
　
９
月
５
日
㊐
10
〜
14
時

場
所
　
小
佐
々
海
洋
ス
ポ
ー
ツ
基
地
カ

ヤ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

内
容
　
カ
ヌ
ー
や
バ
ナ
ナ
ボ
ー
ト
体
験

対
象
　
小
学
生
以
上

料
金
　
１
人
５
０
０
円

定
員
　
先
着
30
人

申
込
　
８
月
11
日
㊌
以
降
に
電
話
で
同

カ
ヤ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
へ

問
同
カ
ヤ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
☎
68
・
３
３
７
８

市
民
体
力
測
定
会

日
程
　
①
９
月
20
日
㊊
㊗
②
９
月
23
日

㊍
㊗

※
９
時
〜
12
時
30
分
。

場
所
　
①
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
体
育
館
②

体
育
文
化
館

対
象
　
20
〜
79
歳
の
市
民

定
員
　
各
日
先
着
40
人

申
込
　
①
８
月
10
日
㊋
以
降
②
８
月
23

日
㊊
以
降
に
各
会
場
へ

問
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
体
育
館

　
☎
47
・
２
７
４
８

問
体
育
文
化
館
☎
22
・
１
５
２
２

【昼開催】
・西武園ＦⅠ場外
・防府ＦⅠ場外
・青森ＦⅠ場外
・京都向日町ＦⅠ場外
・岸和田ＦⅠ場外
・伊東温泉ＦⅠ場外
・松戸記念ＧⅢ場外
・小田原記念ＧⅢ場外
・立川ＦⅠ場外
・京都向日町記念ＧⅢ場外
・防府ＦⅠ場外
・松阪記念ＧⅢ場外

8月 10～ 12日
10～ 12日
13～ 15日
13～ 15日
16～ 18日
18～ 20日
21～ 24日
26～ 29日

30～ 9月 1日
2～ 5日
6～ 8日
9～ 12日

【ナイター開催】
・オールスターＧⅠ場外
　（いわき平）
・京王閣ＦⅠ場外 
・四日市ＦⅠ場外　
・武雄ＦⅠ場外
・函館ＦⅠ場外
・本場ＦⅠ
・函館ＦⅠ場外
・久留米ＦⅠ場外
・弥彦ＦⅠ場外
・久留米ＦⅠ場外

8月 10～ 15日

16～ 18日
19～ 20日
21～ 23日
23～ 25日
28～ 30日

31～ 9月 2日
3～ 5日
6～ 8日
9～ 11日

【ミッドナイト開催】
・本場ＦⅡ
・本場ＦⅡ

8月 20～ 22日
9月 6～ 8日

※ミッドナイト競輪は電話かインターネッ
ト投票だけの販売です。

させぼ競輪開催日程 ☎31-4797 

消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら

日
本
防
火
・
防
災
協
会

Ｈ
Ｐ
は
こ
ち
ら

24

不
法
占
用
物
撤
去
の
お
願
い

歩
道
や
側
溝
の
上
に
植
木
鉢
や
立
て
看

板
な
ど
を
置
く
こ
と
は
道
路
法
に
違
反

す
る
不
法
占
用
で
す
。
不
法
占
用
は
歩

行
の
障
害
と
な
り
、
特
に
視
覚
の
不
自

由
な
人
や
車
い
す
等
を
使
用
す
る
人
に

と
っ
て
大
変
危
険
で
す
。
不
法
占
用
物

の
撤
去
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
土
木
管
理
課

「
さ
せ
ぼ
エ
コ
チ
ャ
ン
ネ
ル
」開
設

本
市
の
自
然
環
境
、
地
球
温
暖
化
、
環

境
教
育
、
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す

る
取
り
組
み
を
動
画
で
発
信
し
ま
す
。

小
学
生
の
夏
休
み
自
由
研
究
の
取
り
組

み
方
も
紹
介
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
環
境
政
策
課
☎
31
・
６
５
２
０

夏
季
休
業
中
の
学
校
閉
庁
日

省
エ
ネ
促
進
と
子
ど
も
た
ち
の
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
な
ど
を
目
的
に
、
市
立
小
・

中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
を
閉
庁
し
ま

す
。
期
間
中
は
部
活
動
も
原
則
行
わ
な

い
こ
と
と
し
ま
す
。
緊
急
の
連
絡
は
学

校
教
育
課
へ
お
願
い
し
ま
す
。

日
程
　
８
月
11
日
㊌
〜
16
日
㊊

問
学
校
教
育
課

貯
水
槽
は
適
正
に
管
理
を

ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
、
ビ
ル
な
ど
で

貯
水
槽（
受
水
槽
、
高
置
水
槽
）を
設
置

し
て
水
道
水
を
給
水
し
て
い
る
場
合
、
設

置
者
は
年
に
一
回
以
上
、
定
期
的
に
貯
水

槽
の
清
掃
お
よ
び
水
質
検
査
を
実
施
し
、

適
正
な
維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
水
道
維
持
課
☎
24
・
１
１
５
１

毎
年
９
月
10
日
は「
下
水
道
の
日
」

下
水
道
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た

め
、
９
月
１
日
㊌
か
ら
10
日
㊎
ま
で
、

横
断
幕
や
広
報
車
、
戸
別
訪
問
で
水
洗

化
の
お
願
い
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。
下

水
道
の
普
及
・
促
進
に
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
下
水
道
事
業
課
☎
24
・
1
1
5
1

長
崎
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
出
張
相
談
会

８
月
10
日
㊋
日
本
政
策
金
融
公
庫
佐
世

保
支
店

８
月
19
日
㊍
九
州
ひ
ぜ
ん
信
用
金
庫
佐

世
保
営
業
部

８
月
25
日
㊌
西
海
み
ず
き
信
用
組
合
本
店

※
全
て
９
〜
17
時
。

内
容
　
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の

た
め
の
経
営
相
談
会

申
込
　
電
話
か
長
崎
県
よ
ろ
ず
支
援
拠

点
Ｈ
Ｐ
か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

問
長
崎
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点

　
☎
０
９
５
・
８
２
８・
１
４
６
２

令
和
３
年
度
第
２
期
市
営
・
県
営
住
宅

空
家
補
充
入
居
者

【
用
紙
配
布
】（
市
営
）８
月
13
日
㊎
か
ら

市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
、
県
住
宅

供
給
公
社
佐
世
保
事
務
所
、
市
役
所

１
階
、
住
宅
課
、
各
支
所
、
宇
久
行

政
セ
ン
タ
ー
▽（
県
営
）８
月
６
日
㊎

か
ら
県
住
宅
供
給
公
社
佐
世
保
事
務

所
、
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
な
ど

【
受
付
】８
月
20
日
㊎
〜
23
日
㊊
に
ま

ち
な
か
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
市
営
）、
県
住
宅
供
給
公
社
佐
世

保
事
務
所（
県
営
）へ

問
市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　（
市
営
分
）☎
25
・
９
６
２
５

問
県
住
宅
供
給
公
社
佐
世
保
事
務
所

　（
公
社
分
）☎
22
・
９
６
１
２

空
き
家
バ
ン
ク
物
件
・
利
用
者（
無
料
）

佐
世
保
市
空
き
家
バ
ン
ク
サ
イ
ト「
さ
せ

ぼ
暮
ら
し
」で
は
、
賃
貸
や
売
買
を
検
討

し
て
い
る
空
き
家
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

対
象
　
不
動
産
業
者
が
取
り
扱
わ
な
い

市
内
の
空
き
家

問
都
市
政
策
課

自
衛
官

自
衛
官
候
補
生
＝
通
年
募
集

9 月 9日は救急の日

毎年 9月 9日は「救急の日」です。9月 4日
㊏から 10日㊎までの「救急医療週間」に、救
急医療や救急業務に対する正しい理解と認識
を深めましょう。
救急車は正しく利用しましょう
市消防局の令和 2年中の救急出動件数は
15,236 件で、13,393 人を医療機関に搬送
しましたが、約 31.2％が入院の必要のない
軽症の人でした。また、昨年の出動件数の
7.0％が病院に搬送する必要がなく、その半
数以上は緊急性もないものでした。救急車
はけがや急病などで緊急に医療機関に搬送
するためのものです。緊急性がなく自分で
病院に行ける場合は、救急車以外の交通機
関等をご利用ください。病院の問い合わせ
は「☎ 0956-23-8199」を、小児救急は長
崎県子ども医療電話相談センター「#8000」
または「☎ 095-822-3308」へどうぞ。
全国版救急受診アプリ（愛称Q

キューすけ

助）
急な病気やけがの際、該当する症状に応じ
て必要な対応をお知らせするアプリです。

119 番は命をつなぐ番号です
119 番は大事な命をつなぐための番号
です。火災・救助等の問い合わせは「☎
0180-999-999」をご利用ください。

問消防局警防課　☎ 23-2598

アプリの登録は
右の画像からどうぞ

環
境
部
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ

さ
せ
ぼ
エ
コ
チ
ャ
ン
ネ
ル

は
こ
ち
ら

佐
世
保
市
空
き
家
バ
ン

ク
サ
イ
ト
は
こ
ち
ら


